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1
過年度に弊社が紹介した企業より、今年度も引き続きご寄附をいただけ
た場合、委託料対象としていただけますでしょうか？

単に過年度にご紹介があったのみでは対象とはできません。
当年度の寄附が貴社からの働きかけが実施されたことにより
行われたことが客観的に認められる場合に委託料対象とさせ
ていただきます。
ただし、契約期間外に寄附が実施された場合は委託料の対象
とはできません。
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